
本件ＥＢの仕組み

［対象株式：α社株式］

デリバティブ業者 （ＥＢに関連するエクイティ・スワップ契約） 発 行 者
当社のグループ （買） プット・オプション（注） （売） （外国金融機関）

会社 Ａ

プット・オプションの売りによ

［α社株式］ るクーポンの引上げ

ＥＢ発行

・ プット・オプションに （普通社債より

対するα社株式のヘッジ 高いクーポン） ↓

取引の受託 ＥＢの

発行交渉

株式注文の受託者 アレンジャー

売 出 人
（当 社） （国内証券会社）

ＥＢ売出

α社株式の売買

↓

↓

東京証券取引所

投 資 家

（注）プット・オプション

プット・オプションの買い手は、償還条件判定日において株価が

転換価格を下回った場合に、転換価格で株式を売却することとなる。



本件ＥＢの概要

対象株式 ：α社株式

発 行 者：海外の金融機関

売 出 人：国内準大手証券会社

発 行 額：約１８億２千万円

額面金額 ： １７５，０００円

転換価格 ：１７５円

発行日（償還日）：平成１３年６月１２日（同年１２月１２日）

クーポン ：年率５％

償還条件判定日（判定に使用する株価）

：平成１３年１２月５日（東証終値）



○作為的相場の形成状況（概略）

売り 値 段 買い

引 成 （注）引成注文とは、
引値で約定すれば、

ロ 価格はいくらでも
成 行 よいという注文

（１７５） 転換価格

計 ２ ０ ０ 万 株 １７４
イ

１７３

１７２
当社注文（１００ 万株×２）‥Ａ

・ 取引経過

① 当社は、１４：５９ という大引け直前の時間帯に、 １７４円の価格でまず １００万株の引け指値売り注

文を入れ、更に１５：００ 直前に再度同価格で １００万株の引け指値売り注文を入れた（合計 ２００万株。

上記Ａ）。

（注）引け指値売り注文とは、引値が「当該価格以上の条件」であれば約定するという注文。

② この間、市場では １７３円の約定が成立していた（上記イ）が、①の当社の引け指値売り注文Ａ

により、当該①の注文Ａが全て消化されない限り １７５円以上の終値にならない状況となっていた。

結局、当日の終値は １７４円で引けた（上記ロ）。


